
 

分野 部局 担当 制度名称 パートナーシップ関係にある者への取扱い 

健康・余暇 保健福祉部 障がい保健福祉課 

（電話：019-629-

5448） 

岩手県立視聴覚障がい者情報センター

（点字図書館及び聴覚障害者情報提供

施設）の利用 

岩手県立視聴覚障がい者情報センター（点字図書館及び聴覚

障害者情報提供施設）の利用は、対象を視聴覚障がい者とその

家族、関係団体、地方公共団体等としていますが、パートナー

も家族同様に施設を利用することができます。 

健康・余暇 医療局 医事企画課 

（電話：019-629-

6342） 

岩手県立病院等における面会手続、病

状説明等 

面会や症状説明等の対象となるキーパーソン（注）を決める

際は、性別にかかわらず患者本人の希望や患者との関係性を考

慮して決定していますが、患者との関係性を確認する書類とし

てパートナーシップ制度の受領証等をご提示いただくことも可

能です。（受領証等の提示は必須ではありません。） 

注 キーパーソン：患者に関係する人の中で、意思決定や問題

解決の要となる人 

家族・子育

て 

保健福祉部 子ども子育て支援室 

（電話：019-629-

5494） 

子育て応援パスポート パートナー関係にある方も子育て応援パスポートの交付を受

け県営施設の利用料金の減免が受けることができます。（その

他子育てに関する要件を満たす必要があります。） 

家族・子育

て 

保健福祉部 子ども子育て支援室 

（電話：019-629-

5494） 

養育里親の認定登録 里親になるための申請を行うことができます。（パートナー

シップ制度利用者にかかわらず申請可能。子供の養育に理解や

熱意があること、豊かな愛情を持っていること、経済的に困窮

していないかなどの要件を満たす必要があります。） 

居住環境・

コミュニテ

ィ 

県土整備部 建築住宅課 

（電話：019-629-

5931） 

県営住宅への入居 パートナーシップを宣誓した市町村内の県営住宅等への入居

の申請を行うことができます。 

居住環境・

コミュニテ

ィ 

商工労働観

光部 

定住推進・雇用労働

室 

（電話：019-629-

5588） 

岩手県移住支援金 東京圏から岩手県への移住者に対して、経済的負担を軽減す

るための支援金を支給する制度の対象となる場合があります。

（ただし、世帯支給の要否は原則として住民票で判断するも

の） 

岩手県内でパートナーシップ関係にある方が利用できる制度（県の制度）【令和６年６月１日時点】 



分野 部局 担当 制度名称 パートナーシップ関係にある者への取扱い 

安全 復興防災部 復興くらし再建課 

（電話：019-629-

6917） 

被災者生活再建支援金 自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対

し、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して被

災者生活再建支援金を支給する制度の対象となります。（生計

を一にする世帯に対する支給） 

安全 復興防災部 復興くらし再建課 

（電話：019-629-

6917） 

災害援護資金 災害により被災した世帯の世帯主に対して、市町村が災害援

護資金を貸し付けた場合に、県がその財源として当該市町村に

災害援護資金貸付金を貸し付ける制度の対象となります。（生

計を一にする世帯に対する支給） 

行政経営 総務部 総務室 

（電話：019-629-

5055） 

死者に関する情報の開示請求 死者のパートナーを遺族等として取り扱い、死者に関する情

報の開示請求が可能です。 

行政経営 総務部 人事課 

（電話：019-629-

5079） 

管財課 

（電話：019-629-

5117） 

県職員に対する福利厚生等 

（扶養手当、単身赴任手当、住居手当

（単身赴任手当が支給される場合）、

寒冷地手当（扶養親族ありの場合）、

赴任旅費、子等の看護休暇、忌引休

暇、結婚休暇、職員公舎への入居） 

（県職員に対する制度）職員と当該職員のパートナーは各種

制度を利用することができます。 

 


